
大使館からのお知らせ（大規模集会・抗議デモにかかる注意喚起（１０月１日）） 

 

＜ポイント＞  

●１０月２日及び４日、ワルシャワにおいて集会・抗議デモが行われると報じられています。 

●大規模集会やデモ活動等では、参加者が突然過激化し、不測の事態が発生するおそれがありま

すので、不用意に近づくことのないよう、十分な注意をお願いします。 

●上記集会・デモ等への参加者は、新型コロナウイルス感染症に対する防疫措置を十分に講じて

いない場合もあります。また、こうした集会・デモ行動等への参加は、現在の制限措置に違反す

る可能性があるほか、同感染症への罹患リスクを高めることになりますので、十分な注意をお願

いします。  

 

１ 報道やＳＮＳによると、１０月２日（土）、ワルシャワ市内において、ポーランド政府の新型

コロナウイルス感染症対策に反対する抗議デモの開催が予定されています。正確な規模や行進ル

ートは不明ですが、主催者発表によると、行進ルートは、旧市街地に所在するザムコヴィ広場（旧

王宮前）を正午頃にスタートし、下院に向かうとのことです。 

 

２ また、同４日（月）には、動物保護法の改正に反対する抗議デモの開催が予定されています。

こちらについても、正確な規模や行進ルートは不明ですが、主催者発表によると、行進コースは、

チシェフ・クシィジ（三十字架）広場を午後５時頃にスタートし、農業・農村開発省前を通過し

た後、下院に向かうとのことです。 

 

３ 大規模集会やデモ活動等では、参加者が突然過激化し、不測の事態が発生する恐れがありま

すので、在留邦人・一時滞在者の皆様におかれましては、こうした動向を認知した場合、不用意

に近づくことのないよう、十分な注意をお願いします。 

 

４ 新型コロナウイルス感染症にかかる現行の制限措置において、集会への参加人数は、防疫措

置を講じた上で最大１５０名までとなっていますが、デモ行動等への参加者は、同感染症に対す

る防疫措置を講じていない場合があります。こうした集会・デモ行動等への参加は、現在の制限

措置に違反する可能性があるほか、同感染症への罹患リスクを高めることになりますので、十分

な注意をお願います。  

 

（問い合わせ先） 

在ポーランド日本国大使館 領事班 

☆電話：＋４８ ２２ ６９６ ５００５※開館時間のみ[09:00～12:30、13:30～17:00]。開館時間

外に緊急を要する場合には大使館代表番号（+48 22 696 5000）へお掛けください（閉館時電話対

応委嘱業者がまずは伺うことになります）。 

☆メール：cons@wr.mofa.go.jp  

☆ＨＰ：https://www.pl.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryouji.html 
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